
第２１号議案 

 

 

町田市保健所関係手数料条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例 

 

 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和４年(２０２２年)３月９日 

 

                                        提出者  町田市長  石 阪 丈 一 



町田市保健所関係手数料条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例 

町田市保健所関係手数料条例の一部を改正する条例（令和３年３月町田市条例第１

０号）の一部を次のように改正する。 

次の表に掲げる規定の下線を付した部分について改正する。 

改正後 改正前 

附 則 附 則 

１ 略 １ 略 

（経過措置） （経過措置） 

２ 略 ２ 略 

３ 前項の場合において、同項に規定する許可

更新申請手数料の額が、当該営業についてこ

の条例による改正前の別表の規定を適用した

場合の許可更新申請手数料の額より高いとき

は、この条例による改正後の別表及び前項の

規定にかかわらず、当該営業の許可申請手数

料の額は、この条例による改正前の別表に定

める当該営業の許可更新申請手数料の額とす

る。 

３ 前項の場合において、同項に規定する許可

更新申請手数料の額が、当該営業についてこ

の条例による改正前の別表の規定を適用した

場合の許可更新申請手数料の額より高いとき

は、この条例の施行の日から令和４年３月３

１日までに申請する場合に限り、この条例に

よる改正後の別表及び前項の規定にかかわら

ず、当該営業の許可申請手数料の額は、この

条例による改正前の別表に定める当該営業の

許可更新申請手数料の額とする。  

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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